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１．計画策定の意義

津山市第５次総合計画（平成２８年度～令和７年度）において津山市のまちづくりの基本

構想の一つとして「豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり」を目標に掲げ取り

組んでいる。本計画中で「豊かな環境を次世代に残すために」という目標を立てて事業を進

めている。

この目標に向かっていくためには、今日の大量生産、大量消費、大量廃棄といったライフ

スタイルの見直しと環境に配慮した事業活動を促進し、ごみの減量化と資源の有効活用に努

め、持続的発展が可能な循環型社会を構築していく必要がある。

本市においては、近隣５市町で「津山圏域資源循環施設組合」を設立し、より広域による

一般廃棄物の処理施設として「津山圏域クリーンセンター」が平成２８年３月１０日から稼

働開始され、合わせて市内のごみの収集・分別方法が統一されたことから、さらにごみの減

量化、資源化対策を講じているところである。

本計画はこのような状況の中、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律（以下「容器包装リサイクル法」という。）第８条に基づいて容器包装廃棄物を分別収集

し、最終処分量の削減を図る目的で、住民、事業者、行政それぞれの役割や、具体的な推進

方策を明らかにし、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべ

き方針を示すものである｡

本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進することによって、廃棄物の減量や資

源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるものである。

２．計画の基本的方向

本計画を実施するに当たり､次のとおり基本的方向を示す｡

①地域特性を活かした、資源循環型社会づくりを進める。

②ごみの発生及び排出の抑制を第一義とし、排出されたごみは可能な限り再生利用、資源化

し、最終処分量を限りなくゼロに近づけるよう、住民、事業者、行政が一体となり、ごみの

少ない社会づくりを進める。

３．計画の期間

本計画の計画期間は令和５年４月を始期とする５年間とし、令和７年度に見直す。

４．計画の対象品目

本計画は容器包装廃棄物のうち、スチール製の容器、アルミ製の容器、ガラス製の容器（無

色、茶色、その他）、段ボール製の容器、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製の

容器包装、飲料用紙製容器を対象とする。
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５．各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み

（法第 8条第 2 項第 1 号)

６．容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項

（法第 8条第 2 項第 2 号)

容器包装廃棄物の排出抑制のため住民、事業者、行政がそれぞれの立場から役割を分担し

相互に協力、連携を図りながら次の各種事業を進めていく。

（１）容器包装廃棄物の排出抑制とリサイクルの啓発

容器包装リサイクル法の趣旨の周知と排出抑制及び再資源化、リサイクル促進のための啓

発活動を進めていく。

①広報紙等への記事掲載及び各種印刷物の作成・配布

毎月発行している「広報津山」に、ごみの減量化、資源化の呼びかけ、講演会、イベント

等に関する事項の情報提供を行っていく。

年３回発行する「ごみゼロ新聞」を通じて、広報紙と同様にごみの減量化・資源の有効活

用等の広報啓発を行っていく。

また、随時チラシを広報紙・新聞等に折り込みするとともに、ホームページの充実、ごみ

分別アプリ、新聞、テレビ、ラジオの活用も図っていく。

②市内処理施設見学会の開催

ごみ問題等啓発活動の一環として、津山圏域クリーンセンター施設見学会を勧め､今後も

資源の有効活用、ごみの減量化やリサイクルの推進に関する各種環境学習を活用しごみ問題

についての知識を深めてもらう。

・市内の小学校社会科見学

・各町内会、各種グループでの施設見学会

・市内外の消費者団体による施設見学会

③学習会の開催

市から「ごみの分別・出し方出前講座」による、ごみの勉強会を行っていく。

・生ごみリサイクル教室

・その他要請のある団体への講師派遣

（２）環境教育

①小学校副読本の作成

環境教育の一環として、小学校副読本（デジタル教材）を作成し、小学生にごみ問題を認

識させ大人への波及効果を期待する。

令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度

容器包装廃棄物 6,734ｔ 6,661ｔ 6,587ｔ 6,534ｔ 6,480ｔ
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②教育用ビデオ/ＤＶＤ

図書館の視聴覚教材を活用し、ごみ減量やリサイクルに対する理解を深めてもらう。

（３）リターナブルびん回収の啓発

リターナブルびんの回収ルートを守るため、住民による販売店への返却を支援していくと

同時に、これに関する啓発を行う。

７．分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集

に係る分別の区分

（法第 8条第 2 項第 3 号)

本市の分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。

また、住民の協力度合い、市の施設、収集体制、収集機材等を勘案して収集に係る分別の

区分を下表右欄のように定める。

分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別の区分

スチール製の容器
缶

アルミ製の容器

ガラス製の容器（無色） びん（無色）

ガラス製の容器（茶色） びん（茶色）

ガラス製の容器（その他） びん（その他）

段ボール製の容器 段ボール

紙製容器包装であって上記以外のもの その他紙

ペットボトル ペットボトル

プラスチック製の容器包装であって上記以外のもの プラスチック製容器包装

飲料用紙製容器 紙パック
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８．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包

装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み

（法第 8条第 2 項第 4 号)

単位：ｔ

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

スチール製の

容器
８８ ８７ ８６ ８５ ８５

アルミ製の

容器
１２８ １２７ １２５ １２４ １２３

ガラス製の

容器

（無色）

（合計）

２５２

（合計）

２５０

（合計）

２４７

（合計）

２４５

（合計）

２４３
（引渡量）

０

（独自処

理量）

２５２

（引渡量）

０

（独自処

理量）

２５０

（引渡量）

０

（独自処

理量）

２４７

（引渡量）

０

（独自処

理量）

２４５

（引渡量）

０

（独自処

理量）

２４３

ガラス製の

容器

（茶色）

（合計）

２４８

（合計）

２４６

（合計）

２４３

（合計）

２４１

（合計）

２３９
（引渡量）

０

（独自処

理量）

２４８

（引渡量）

０

（独自処

理量）

２４６

（引渡量）

０

（独自処

理量）

２４３

（引渡量）

０

（独自処

理量）

２４１

（引渡量）

０

（独自処

理量）

２３９

ガラス製の

容器

（その他）

（合計）

１０２

（合計）

１０１

（合計）

９９

（合計）

９９

（合計）

９８
（引渡量）

１０２

（独自処

理量）

０

（引渡量）

１０１

（独自処

理量）

０

（引渡量）

９９

（独自処

理量）

０

（引渡量）

９９

（独自処

理量）

０

（引渡量）

９８

（独自処

理量）

０

段ボール製の

容器
２５１ ２４９ ２４６ ２４４ ２４２

紙製容器

包装
１９ １８ １８ １８ １８

ペットボトル

（合計）

１７６

（合計）

１７４

（合計）

１７２

（合計）

１７１

（合計）

１６９
（引渡量）

１７６

（独自処

理量）

０

（引渡量）

１７４

（独自処

理量）

０

（引渡量）

１７２

（独自処

理量）

０

（引渡量）

１７１

（独自処

理量）

０

（引渡量）

１６９

（独自処

理量）

０

プラスチック

製の容器包

装であって上

記以外のもの

（合計）

５３２
（合計）

５２６
（合計）

５２０
（合計）

５１６
（合計）

５１２
（引渡量）

５３２

（独自処

理量）

０

（引渡量）

５２６

（独自処

理量）

０

（引渡量）

５２０

（独自処

理量）

０

（引渡量）

５１６

（独自処

理量）

０

（引渡量）

５１２

（独自処

理量）

０

飲料用紙製

容器
２ ２ ２ ２ ２



6

9. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包

装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方

法

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令

で定める物の量の見込み

＝直近年度の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率

※人口（予測）と人口変動率は、「第２期津山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の数値より案分による推計。

10.分別収集を実施する者に関する基本的な事項 （法第８条第２項第５号）

分別収集は缶、ガラスびんについては現行の４種分別収集体制を活用して行う。ペットボ

トルについては、平成１４年度から全市内での分別収集を実施しているとともに、スーパーで

の店頭回収を継続する。段ボールについては、津山市役所各支所において、平成２９年８月か

ら回収場所を設置し回収を実施している。また、津山圏域クリーンセンターで直接持ち込みも

受け入れている。

分別収集の実施主体

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

９７，１２３人

（対前年度比）

△１．０８％

９６，０６２人

（対前年度比）

△１．０９％

９５，０００人

（対前年度比）

△１．１０％

９４，２２９人

（対前年度比）

△０．８１％

９３，４５８人

（対前年度比）

△０．８１％

容器包装廃棄物の

種 類

収集に係る

分別の区分
収集・運搬段階

選別・保管等

段 階

缶
スチール製の容器

缶

地点回収

スーパー等での拠点回収
市

アルミ製の容器

び

ん

ガラス製の容器

（無色）
びん（無色）

ガラス製の容器

（茶色）
びん（茶色）

ガラス製の容器

（その他）
びん（その他）

紙

段ボール製の容器 段ボール 津山市役所各支所で回収 民間業者

紙製容器包装 その他紙
津山市役所各支所で回収

集団回収、スーパー店頭回収
民間業者

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

ペットボトル ペットボトル
地点回収

スーパー店頭回収
市

プラスチック製の

容器包装であって

上記以外のもの

プラスチック

製容器包装
地点回収 市

紙 飲料用紙製容器 紙パック
集団回収

スーパー店頭回収
民間業者
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11．分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号）

スチール製の容器、アルミ製の容器、ガラス製の容器（無色、茶色、その他）、ペットボ

トル、プラスチック製の容器包装については津山圏域クリーンセンターで選別、圧縮、保管

を行う。

分別収集の用に供する施設計画

分別収集する容

器包装廃棄物の

種類

収集に係る

分別の区分
収集容器 収 集 車 中間処理

スチール製の

容器 缶

・プラスチック

製コンテナ

・パッカー車

(2t、4t)

・トラック(2t)

津山圏域クリーン

センター

(選別・圧縮・保管)アルミ製の容器

ガラス製の容器

（無色）
びん（無色）

津山圏域クリーン

センター

(選別・保管)

ガラス製の容器

（茶色）
びん（茶色）

ガラス製の容器

（その他）
びん（その他）

段ボール製の

容器
段ボール ・ひも

・パッカー車(4t)

・ダンプ車

(2t、4t)

民間業者

紙製容器包装 その他紙
・ひも

・紙袋

・パッカー車

・トラック
民間業者

ペットボトル ペットボトル ・ネット

・トラック(2t)

・パッカー車

(2t、4t)

津山圏域クリーン

センター

（選別・圧縮・

梱包・保管）

プラスチック製

の容器包装であ

って上記以外の

もの

プラスチック

製容器包装

・指定袋

・パッカー車

(2t、4t)

津山圏域クリーン

センター

（選別・圧縮・

梱包・保管）

飲料用紙製容器 紙パック
・ひも

・回収ボックス

・パッカー車

・トラック
民間業者
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12．その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項

本市では、ごみの減量化の促進と分別収集を円滑かつ効率的に進めるため以下の制度を設

けており、今後これら諸制度の充実を図っていく。

（１）住民や事業者の意見、要望を反映させリサイクルを推進する体制

①津山市廃棄物減量等推進審議会

住民、事業者、学識経験者等からなる“津山市廃棄物減量等推進審議会”において、容器

包装廃棄物を含めてごみの適正処理、減量化あるいは、資源化等について審議を進めており、

これを継続していく。

・審議会委員：１９人以内

・任期：２年

②リサイクル推進委員

地域での分別収集を円滑により効果的に行うため、リサイクル推進委員制度を設けており、

リサイクル推進委員への働きかけ及び研修等を引き続き行う。

・リサイクル推進委員：各町内会から推薦された原則１人

・発足：平成６年３月１日

・任期：２年

（主な任務）

・町内におけるごみの減量化､資源化及び適正処理等の普及及び啓発活動

・住民に対するごみの収集､処分に関する意見又は助言及び住民からの要望等の伝達

・町内における再生品の利用促進の普及活動

（２）地域における資源回収の推進

自主的に資源回収活動を実施する団体及び資源回収業者に対し、報奨金制度により資源回

収の支援を行っているが、再生資源業者の名簿一覧、資源回収の取り組み方法等のマニュア

ルなどを作成し、事業の拡大推進を図っていく。

市が関与しないで回収されるものに、紙パック、紙製容器包装、白色トレイ等がある。紙

パック、白色トレイはスーパーによる自主的に店頭回収され、紙製容器包装はボール紙とし

て集団回収の対象になっているので、それぞれを最大限活用するよう広報を行う。


